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IASB公開草案「IFRS第9号『金融商品』
とIFRS第4号『保険契約』の適用	
（IFRS第4号の改訂案）」の概要

　　　　 　

有限責任 あずさ監査法人

金融事業部
シニアマネジャー　加賀　直樹

国際会計基準審議会（IASB）は、2015年12月9日に公開草案（ED/2015/11）「IFRS第9
号『金融商品』とIFRS第4号『保険契約』の適用（IFRS第4号の改訂案）」（以下「本公開
草案」もしくは「ED」という）を公表しました。
本公開草案は、IFRS第 9 号の適用日と新しい保険契約の会計基準の適用見込日が異
なることに関する市場関係者の懸念に対処したものであり、現行IFRS第 4 号を改訂
し、IFRS第 9 号の適用に関する例外的な取扱いを認めるものです。本稿では、この
IFRS第4号改訂案の概要について解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

【ポイント】

−	 �本公開草案は、現行IFRS第4号を改訂し、以下の規定を導入することを提
案している。

	 ◦�保険契約を発行することが支配的活動（predominant activity）である
企業に対し、IFRS第9号の適用を一時的に免除する（IFRS第9号の一時
的免除）。

	 ◦�IFRS第4号の適用範囲に含まれる契約を発行する企業に対して、保険
事業に関係する適格金融資産から生じる利得または損失の一部を当
期純利益からその他の包括利益に振り替えることを認める（上書き
(overlay)アプローチ）。

−	 �ただし本稿公開草案は、IFRS初度適用企業については、IFRS第9号の一時
的な適用免除および上書きアプローチのいずれも適用禁止とすることを
提案している。

−	 �IFRS第9号の一時的免除および上書きアプローチの双方とも、新しい保険
契約の会計基準が適用になった段階で廃止されるほか、IFRS第9号の一時
的免除については新しい保険契約の会計基準の適用前であっても2021年
以降は廃止することを提案している。

加賀　直樹
かが　なおき
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Ⅰ.	公開草案の背景 - IFRS第9号の 
適用に伴う保険者への影響
IASBは、2014年7月に最終版のIFRS第9号「金融商品」を公

表しました。IFRS第9号には金融商品の分類および測定に関す
る規定が含まれており、その適用日は2018年1月1日以降開始す
る報告期間とされています（早期適用も可能）。一方、IASBは
現行のIFRS第4号「保険契約」を新しい保険契約の会計基準に
差し替えるプロジェクトを進めていますが、新しい保険契約の
会計基準については公表日から適用日までに3年程度の準備期
間を認める予定であるため、その適用日は最短で2020年以降と
IFRS第9号の適用日よりも遅れることが見込まれています。

保険業界は、この両基準書の適用日の相違について、短期間
に連続して2つの主要な会計基準の変更が続くことや、IFRS第
9号の分類および測定規定が新しい保険契約の会計基準より前
に適用されることに伴い金融商品の分類が変更され、結果とし
て、会計上のミスマッチおよび当期純損益とその他の包括利益

（OCI）のボラティリティが一時的に増大する懸念を表明してき
ました。また、これらは同時に、財務諸表作成者と利用者の双
方に作成負担と煩雑さの増加を招くおそれがありました。

IASBは、IFRS第4号を改訂する本公開草案において以下の2
つのアプローチを導入することでこれらの懸念に対処しようと
しています。

◦	 �IFRS第9号の一時的免除

	 -	 �対象企業：保険契約を発行することが支配的活動である企業

	 -	 �対象商品：すべての金融資産および金融負債

	 -	 �内容：	�IFRS第9号の適用を一時的に免除し、引き続きIAS第39
号「金融商品：認識及び測定」を適用することを認める

	 -	 �主な効果：	�新しい保険契約の会計基準適用までの間に生じ
る、当期純損益およびOCI双方における一時的な
会計上のミスマッチおよびボラティリティ増大を抑
制できる。また、IFRS第9号適用開始時に必要とな
る金融資産の事業モデル評価を延期可能（Ⅲ1．（1）
参照）

◦	 �上書きアプローチ

	 -	 対象企業：保険契約を発行する全ての企業

	 -	 対象商品：適格金融資産（Ⅱ2．（ 1 ）参照）

	 -	 内容：	�適格金融資産について、IFRS第9号上の当期純損益認
識額とIAS第39号上の当期純損益認識額の差額を、当
期純利益からその他の包括利益に振り替えることを認
める

	 -	 主な効果：	�新しい保険契約の会計基準適用までの間に生じ
る、当期純損益における一時的な会計上のミス
マッチおよびボラティリティ増大を抑制可能

本稿では、本公開草案の概要について解説するとともに、こ
れらが保険業界および財務諸表利用者の懸念に対してどのよ

うに対処しているのか解説します。

Ⅱ.	公開草案の内容

ISABは図表1に示すように、2つのアプローチを提案していま
す。いずれのアプローチも、その適用は任意とされています。

1.	IFRS第9号の一時的免除

（ 1 ）	概要
IASBは、IFRS第9号の一時的免除を、一定の要件を満たす

企業について容認することを提案しています（強制ではない）
（ED3項(a)）。

一時的免除の適用には、企業がIFRS第4号の適用範囲に含ま
れる契約を発行しており、かつ、当該事業が「支配的活動」であ
ることが必要です（Ⅱ1.（3）参照）。この「支配的活動」であるか
否かの判定は、報告企業レベルで行われます（ED BC56項）。

一時的免除は、報告企業のすべての金融資産および金融負債
に対して適用されます。なお、IFRS第9号上、純損益を通じて公
正価値で測定（FVTPL）するものとして指定した金融負債につ
いては、自己の信用リスクの変動から生じる公正価値変動部分
を原則としてOCIに計上しなければなりませんが、一時的免除
を適用する企業においても当該表示を選択することが可能とさ
れています（ED20B項、IFRS第9号5.7項1(c)、同5.7.7-5.7.9項）。

IFRS第9号を既に適用開始している企業については、原則と
して、適用しているIFRS第9号がどのバージョンのものであっ
ても、IFRS第9号を適用中止しIAS第39号に戻ることは認めら
れていません（ED20A項）。ただし、IFRS第9号上FVTPLに指
定した金融負債に係る利得または損失の表示に関する規定の
み従前適用している場合は、その他のIFRS第9号の規定につい
て一時的免除を適用可能とされています（ED20B項、IFRS第9
号5.7項1(c)、同 5.7.7-5.7.9項）。

【図表1　IFRS第9号の一時的免除と上書きアプローチ】
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（ 2 ）	連結グループへの影響
例えば、IFRS第9号の一時的免除の要件を満たす連結グルー

プであって、報告企業レベルの下に単独あるいはそのレベルで
の報告が要求される子会社がある場合、それらの子会社におい
てIAS第39号とIFRS第9号の両方の基準で財務情報を作成する
必要が生じる可能性があります。

また、連結グループが「支配的活動」基準を満たさない場合
であっても、子会社で「支配的活動」基準を満たす企業が単独
で報告企業であった場合には、そのレベルにおいては一時的免
除の適用は可能となります。

IFRS第9号の適用開始日において、IFRSの初度適用企業がグ
ループに存在する場合にも同様のことが生じる可能性がありま
す（Ⅳ2．参照）。

保険会社が一時的免除を選択する際、このようなケースで
IAS第39号とIFRS第9号の両方で報告しなければならない子会
社の作成負担や煩雑さを十分検討したうえで決定する必要が
あります。

なお、本公開草案では以下の論点については詳細なガイダン
スを提供していません。

◦	 �関連会社あるいはジョイントベンチャーへの投資における会計
処理

	 �（例えば、関連会社側では一時的免除が適用可能であるが、投
資家側の連結財務諸表では一時的免除が適用できない場合
等）

◦	 �連結グループ内でIFRS第9号への移行時期が異なる場合の、
IFRS第9号上の移行措置の適用方法

	 �（例えば、連結グループまたは子会社の一方だけが一時的免除
を適用する場合のIFRS第9号への移行時の当初認識や開示等）

（ 3 ）	支配的活動
保険事業が「支配的活動」に該当するか否かは、IFRS第9号の

初回適用日に判定することになります（ED20D項）。判定は負債
の帳簿価額で行われ、図表2のように、IFRS第4号の適用範囲に
含まれる保険契約から生じる負債が、企業のIFRS第9号の適用
が要求される日における負債総額に対して、「支配的」な割合を
占めているか否かで判定されます（ED20C-D項）。その後の期
間においては、企業構造に明らかな変化が生じた場合にのみ再
評価することになります（ED20D項）。

本公開草案では、支配的活動の判定に関して具体的な数値
基準を設けていませんが、その結論の根拠では、例示として、
IFRS第4号の負債が負債総額の75%を占める場合であっても、
当判定の目的上は当該企業の保険事業は主要であるとは考えら
れないことが示されています（ED BC65項）。

したがって、保険事業が重要な割合を占める企業であって
も、IFRS第4号の適用範囲に含まれる負債がその報告企業レベ
ルにおいて支配的活動と判定されない場合、IFRS第9号の一時
的免除は適用できないことに留意が必要です。

支配的活動の判定においては、負債総額には、借入による資
金調達やデリバティブ負債など保険事業と直接関係しない負
債や、保険事業に関係するものであっても税金や退職給付に係
る負債などIFRS第4号の負債とみなされない項目も含まれると
考えられます。また、保険契約の契約期間や保険料および保険
金の受払いのタイミングによっては、IFRS第4号の負債が相対
的に少なくなることも考えられます。そのため、一時的免除の
適用上、これらの要因により、保険事業が支配的活動であると
判定できないケースが生じるものと考えられます。

ただし、一時的免除が適用できない企業であっても、上書き
アプローチ（Ⅱ2．参照）を使用することで、保険事業に係る金
融資産から生じる会計上の損益ミスマッチを一定削減すること
が可能になると思われます。

また、一時的免除を適用する企業であっても、報告企業の企
業構造に明らかな変化が生じた場合には、保険事業が支配的
活動であるか否かを再評価する必要があります。例えば、重要
な事業の売却、事業変革、あるいは合併や買収などが行われた
場合、この支配的活動の判定が変更になる可能性があります

（ED20D項）。

2.	上書きアプローチ

（ 1 ）	概要
上記のIFRS第9号の一時的免除とともに、IASBは、適格金

融資産に関して、IFRS第9号で認識される損益とIAS第39号で
認識される損益の差額を、当期純損益からその他の包括利益

（OCI）に振り替えることができる、「上書きアプローチ」を提案し
ています（ED35A項）。

上書きアプローチは、IFRS第4号の適用範囲となる保険契約

【図表２　支配的活動の判定】
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を発行しており、IFRS第4号とともにIFRS第9号を適用する企
業であれば適用が認められます（ED3項(b)）。ただし、一時的免
除の規定と同様、IFRS第9号を既に適用開始している企業につ
いては、それがどのバージョンであっても上書きアプローチの
適用は認められていません（ED35D項）。

なお、上書きアプローチを適用する場合も、一時的免除の場
合と同じく（Ⅱ１．（１）参照）、IFRS第9号上FVTPLに指定した
金融負債に係る利得または損失のうち、自己の信用リスクの変
動から生じる公正価値変動部分についてのみ、OCIに表示する
ことを選択可能です。同様に、IFRS第9号上FVTPLに指定した
金融負債に係る利得または損失の表示に関する規定のみ従前
適用している場合は、IFRS第9号の全面適用に移行する時点に
おいて、上書きアプローチが適用可能となります（ED35D項、
IFRS第9号5.7項1(c)、同5.7.7-5.7.9項））。

上書きアプローチの適用対象となる適格金融資産は、以下
の両方の要件を満たす必要があります（ED35B項、BC35項、
BC38項）。

◦	 �IFRS第4号の適用範囲に含まれる契約に関連するものとして指
定された金融資産（すなわち、IFRS第4号の適用範囲外とされ
る投資契約に係る金融資産は除外されるものと考えられます）。

◦	 �IFRS第9号を適用した場合にはFVTPLで測定されるものの、IAS
第39号を適用した場合にはその全体がFVTPLで測定されない
金融資産。

この適格金融資産の指定は、金融資産とIFRS第4号の適用範
囲に含まれる契約との関係に変化が生じた場合にのみ、追加指
定が可能となります（ED35E項）。

金融資産が適格要件を満たす場合に上書きアプローチの遡
及適用が認められる一方、適格要件を満たさなくなった場合に
は企業は上書きアプローチの適用を中止し、OCIに計上された 
累計額を当期純損益に振り替えることになります（ED35E項
(c)、BC41項）。

（ 2 ）	シャドーアカウンティングとの併用
保険契約負債に関してシャドーアカウンティングを適用して

いる場合、上書きアプローチとの関係を考慮する必要があると
考えられます。

シャドーアカウンティングとは、保険負債の測定が保有資産
から生じる実現損益から直接影響を受ける場合において、資産
の未実現損益が（当期純損益またはOCIとして）認識されてい
る一方、当該資産に対応する保険負債の変動が認識されていな
い場合に生じる会計上のミスマッチを削減するため、保険負債
合計額を調整できるようにする会計処理になります（現行IFRS
第4号30項）。

上書きアプローチは、IFRS第9号の適用日と新しい保険契約
の基準の適用日に差異がある場合に生じる問題をその移行期
間において一時的に解決する手段として設計されているため、
既にシャドーアカウンティングを適用している企業においては
その会計方針に従い、基本的に従来の会計処理を継続すること
になりますが、シャドーアカウンティングの適用対象とならない
部分（保有資産から生じる実現損益から直接影響を受けない部
分）については追加的に上書きアプローチを適用する余地があ
るものと考えられます。

（ 3 ）	上書きアプローチの効果
上書きアプローチの適用により、新しい保険契約の会計基準

が導入されるまでの間、当期純損益における一時的な会計上の
ミスマッチおよびボラティリティ増大を抑制することが可能と
なります。

しかしながら、IAS第39号上償却原価で測定されていた金融
資産が、IFRS第9号上FVTPLで測定される場合には、当期純損
益における一時的な会計上のミスマッチおよびボラティリティ
の増大は抑制できても、OCIおよび株主資本上は効果がありま
せん。また、上書きアプローチを適用したとしても、短期間に2
つの会計処理の変更を行わなければならないことには変わりが
ありません。

他方、金融資産の多くをIAS第39号上FVTPLに指定してい
る企業であれば、新しい保険契約の会計基準の適用開始日前に
IFRS第9号を適用することによるインパクトは、そもそもさほ
ど大きくはならないと考えられます。

そのため、上書きアプローチを適用するかどうかの検討に際
しては、上記のような影響評価を十分に行う必要があると思わ
れます。

（ 4 ）	利用可能なその他のオプション
IFRS第9号の一時的免除または上書きアプローチの要件を満

たさない等の理由により、これらを適用しない場合であっても、
一時的な会計ミスマッチやボラティリティ増大に関して以下の
ような方法で対処することも考えられます。
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◦	 �シャドーアカウンティング：  前述のように、現行IFRS第4号にお
いても、資産の未実現損益が財務諸表上認識されている一方、
当該資産に対応する保険負債の変動が認識されていない場合
に生じる会計上のミスマッチについて、保険負債合計額を調整
することができます（現行IFRS第4号30項）。

◦	 �現在の市場金利の適用：  現行IFRS第4号上、保険負債の測定に
おいて現在の市場金利を導入することが認められています（現
行IFRS第4号24項）。

◦	 �任意の会計方針の変更：  現行IFRSにおいても、会計ミスマッ
チ削減のために会計方針の変更を行うことも一定認められてお
り、新しい保険契約の会計基準と整合する保険負債の評価も
これに含まれると考えられます（現行IFRS第4号22項、同BC145
項、IAS第8号21項）。

◦	 �開示：  現行の会計ルールと同様に、一時的な会計ミスマッチや
当期純損益のボラティリティ増大について、財務諸表上の開示
で十分に説明することも考えられます。

Ⅲ.	開示および表示

1.	IFRS第9号の一時的免除

（ 1 ）	概要
IASBは開示において、IFRS第9号の一時的免除の適用企業

と非適用企業の比較可能性を担保しようとしています。
主な開示要件は以下のとおりです。

◦	 �IFRS第9号上のSPPIテスト（償却原価適用の要件である、契約上
のキャッシュフローが元本及び利息支払いのみであるか否かの
テスト（IFRS第9号B4.1.7-B4.1.26項））に合致、かつ、売買目的で
ないあるいは公正価値ベースで管理されていない金融資産に係
る、信用リスク情報（ED37A項(d)）。

◦	 �IFRS第9号上、SPPIテストに合致しないためFVTPLで測定される
金融資産については、報告日の公正価値および報告期間におけ
る公正価値の変動（ED37A項(c)）。

これらの開示には事業モデルに基づく分類は含まれていない
ことから、一時的免除を適用する企業が、新しい保険契約の会
計基準の適用前に、金融資産における事業モデル評価を実施す
る必要性を削減することも意図しています（ED BC71項）。

また、企業は、一時的免除の適用要件を満たすことについて
どう結論付けたかについて開示しなければなりません（ED37A
項(b)）。一時的免除の適用後、保険事業が支配的活動と判定さ
れなくなった場合には、当該報告期間に追加的な開示を行う必
要があります（ED37B項）。

（ 2 ）開示上の留意事項
上述のとおり、IFRS第9号の一時的免除を適用したとしても、

IFRS第9号の開示が要求されないわけではなく、一時的免除に
おいてもIFRS第9号の開示の一部が実質的に導入されているこ
とに留意が必要です。

特に、IFRS第9号においてFVTPLでの測定が強制されない
金融資産について、信用リスクの開示が求められますが、これ
らの金融資産を特定するには、まずIFRS第9号のSPPIテスト
を実施する必要があると考えられます。SPPIテストはIAS第39
号上要求されていなかった手続になるため、IFRS第9号のシス
テム対応においては、どのシステムの開発スケジュールを早
め、関連する追加コストがいくら必要かを検討する必要があり 
ます。

2.	上書きアプローチ

（ 1 ）	概要
IASBは上書きアプローチについては、開示と表示の双方に

おいて、その適用企業と非適用企業の比較可能性を担保しよう
としています。

開示に関しては、上書き調整の内容の理解に最も資するよ
う企業が自らその開示内容を決定することが認められますが

（ED37C項、BC52項）、同時にIFRS第7号の開示要件も満たす必
要があり、これにはIFRS第9号に関する開示も含まれます。

開示上の要求事項として、上書きアプローチの適用対象とな
る金融資産の決定に係る会計方針を記載するとともに、当期に
実施された上書き調整の内容について説明することが求められ
ます。また、適格金融資産の新規購入・売却を含めその指定範
囲に変更があった場合には、その影響額等に係る追加開示が必
要になります（ED37D項）。

上書き調整額は、独立科目として、税引前当期純利益の前、
OCI、もしくはその両方に記載することになります（ED35C項、
BC48項）。上書き調整に伴う個々の科目への影響額について
は、損益計算書上で表示するか、もしくは注記として開示する
ことになります（ED35C項）。

（ 2 ）	上書きアプローチ適用に係るコストとベネフィット
上書きアプローチの適用に際しては、その適用に係るコスト

とベネフィットを吟味する必要があります（図表3参照）。

①	上書きアプローチ適用に係るコスト
上書きアプローチを適用する場合、IAS第39号とIFRS第9号

を該当金融資産に並行して適用することになるため、関連プロ
セスとシステムの変更が必要となるほか、システムとコントロー
ルを両基準に対応して整備・運用するコストも必要になります。
また、上書き調整額の算出方法に加えて、報告・開示対象とな
る適格金融資産の記録管理方法についても新たに構築する必
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要があります。
ただし、IFRS第9号上FVTPLに区分されるがIAS第39号上

そうではない金融資産の測定に必要な情報については、IFRS
を既に適用している企業であれば、既存の会計システムで利用
可能と考えられます。例えば、IAS第39号上売却可能に区分さ
れていた金融商品については、既に公正価値測定されており、
IAS第39号上償却原価で測定されていた金融商品については、
IFRS第7号上で公正価値を開示することが要求されています。
非上場株式または関連デリバティブに関し、従前IAS第39号上
公正価値が信頼性をもって測定できないとしていた場合も考え
られますが、このようなケースは限定的と思われます。

また、IFRS第9号上償却原価またはその他の包括利益を通じ
て公正価値で測定（FVOCI）される金融資産については、新し
い保険契約の会計基準が適用になった際にFVTPLとして指定
される予定であっても、新しい保険契約の会計基準へ移行する
までは、期待損失モデルを適用することが必要になると考えら
れます。

金融商品に関連しないシステムであっても、上書きアプロー
チの適用に伴うコストを勘案する必要があります。例えば、繰
延税金資産にどのような影響が生じるか、関連するシステムや
プロセスの対応のためにどの程度コストが生じるか検討が必要
となる可能性があると考えられます。

②	上書きアプローチ適用に係るベネフィット
上書きアプローチでは、保険会社側で上書きアプローチの適

用対象とする資産を選択可能であるため、一部の金融資産につ
いて上書きアプローチへの対応コストが一時的な損益ボラティ
リティを減少させるベネフィットを上回る場合、システムおよび
プロセス変更を行わず追加コストを負担しないといった選択も
可能になります。

また、上書きアプローチを適用した財務諸表であれば、他の
業種とも比較が容易になると考えられます。

Ⅳ.	適用日・廃止日および移行措置

1.	適用日と廃止日

本公開草案の適用日は、2018年1月1日以降開始される会計期
間が予定されており、IFRS第9号を早期適用していれば本公開
草案の早期適用も認められます（ED41I項、BC44項(a)）。

（ 1 ）	IFRS第9号の一時的免除
IFRS第9号の一時的免除は、新しい保険契約の会計基準が適

用になった段階、もしくは遅くとも2021年1月1日以降開始され
る会計期間までに廃止される予定です。ただし、2021年1月1日
までに新しい保険契約の会計基準が適用にならない場合で、一
時的免除が廃止された後でも、上書きアプローチの選択は可能
です（ED20A項、20F項）。なお、一時的免除の廃止前であって
も、任意に一時的免除の適用を中止し、IFRS第9号の適用と共
に上書きアプローチに移行することは可能ですが、一旦IFRS第
9号を適用開始した後に上書きアプローチを適用開始すること
はできません（ED BC44項(b)、Ⅱ2．（１）参照）。

IASBが一時的免除に有効期間を定めたのは、この一時的免
除はあくまで新しい保険契約の会計基準までの移行期間に係る
例外的規定であり、これが長期にわたって存続することがない
とのメッセージを利害関係者に与えるとともに、新しい保険契
約の会計基準が近く最終化され発行されることに信頼感を与
えるものと考えられます。したがって、一時的免除の容認にあ
たっては、IFRS第9号と新しい保険契約の会計基準の適用日の
差異を短期間に留めることが前提とされており、廃止日の規定
についてもそれに伴って盛り込まれたものと考えられます（ED 
BC77項）。

【図表３　上書きアプローチ適用に係るコストとベネフィット】

ベネフィットコスト

短期間に2つの主要な
会計基準の変更が続く

（IFRS第9号とIFRS第4号）

金融資産の記録管理

2つの基準を並行して運用
（IAS第39号とIFRS第9号）

財務諸表が理解し難くなる

IFRS第9号減損における
期待信用損失モデルの利用

損益計算書における会計上の
ミスマッチへの対処

損益計算書の一時的な
ボラティリティ増大への対処

保険契約を有する
全ての企業が適用可能
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（ 2 ）	上書きアプローチ
上書きアプローチは、IFRS第9号を最初に適用するとき、も

しくは、従前IFRS第9号上FVTPLに指定した金融負債に係る
利得または損失の表示についてのみ適用していた企業が最初
にIFRS第9号を全面適用する際にのみ認められます（ED35D
項）。上書きアプローチの適用開始以降は、どの期間でも上書き
アプローチの適用を中止してIFRS第9号の全面適用を開始する
ことが可能となっています（ED35F項）。ただし、新しい保険契
約の会計基準の適用日以降は、上書きアプローチの適用は認め
られません（ED BC44項(c)）。

本公開草案により、新しい保険契約の会計基準が適用になる
までの間、図表4、5に掲げるようなオプションが利用可能にな
ると思われます。

2.	IFRS初度適用企業

IFRS初度適用企業においては、IFRS第9号の一時的免除およ
び上書きアプローチの双方について、以下の理由からその適用
が禁止されています（ED BC82項）。

◦	 �IFRS第1号「IFRSの初度適用」が、原則として現行のIFRS（すなわ
ちIFRS第9号）の適用を求めていること。

◦	 �初度適用企業においては、新しい保険契約の会計基準の早期
適用あるいは新しい保険契約の会計基準に準じた会計方針を
採用することにより、追加的な会計上のミスマッチや一時的な
ボラティリティの増大を削減することが可能であること。

◦	 �上書きアプローチやIFRS第9号の一時的免除は、新しい保険契
約の会計基準の適用前にIAS第39号からIFRS第9号への移行を
行う企業で生じる一時的な会計上の問題に対処するものである
一方、初度適用企業においてはIAS第39号からIFRS第9号への
移行ではなく各国の財務報告基準からの移行になること。

【図表５　2021年より後に新しい保険契約の会計基準が適用になった場合】

2016年第3四半期 

改訂IFRS第4号
の発行

2018年1月1日

改訂IFRS第4号
およびIFRS第9号

適用開始

IFRS第9号の一時的免除
適用廃止

新しい保険契約基準
の適用開始

IFRS第9号の全面適用

2021年1月1日

一時的免除 

上書きアプローチ

IFRS第9号全面適用

【図表４　2021年より前に新しい保険契約の会計基準が適用になった場合】

2016年第3四半期 

改訂IFRS第4号
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2018年1月1日

改訂IFRS第4号
およびIFRS第9号
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新しい保険契約基準
の適用開始

IFRS第9号の全面適用

2021年1月1日

一時的免除 

上書きアプローチ

IFRS第9号全面適用
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一方、2018年1月1日以前に開始する会計期間においてIAS第
39号に基づき初回のIFRS財務諸表を公表した初度適用企業は、
2018年1月1日以降開始される会計期間において一時的免除およ
び上書きアプローチを適用することが可能とされています。

そのため、IFRS初度適用企業が、新しい保険契約の会計基
準の適用開始前に、初回のIFRS財務諸表をIFRS第9号に基づ
き作成する場合、Ⅱ2．（4）に例示した利用可能なその他のオプ
ションについて検討する必要があると思われます。また、新し
い保険契約の会計基準上で利用可能な移行措置に関しても、併
せて検討する必要があると考えられます。

3.	移行措置　

適用開始時 適用終了時

IFRS第9号の	
一時的免除

一時的免除で要求され
る開示上（Ⅲ1．参照）、
必要な範囲内でIFRS第
９号の移行措置が適用
可能（ED41J項）。

IFRS第9号の移行措置
に準ずる（ED20F項）。

上書きアプ
ローチ

上書きアプローチは遡
及適用され、IFRS第9
号を適用した場合の適
格金融資産の公正価値
と、IAS第39号における
帳簿価額との差額につ
いて、適用開始時のOCI
の期首残高の調整とし
て認識する（ED41K項
（a））。
なお、IFRS第9号に従
い比較情報の修正再
表示を行う場合、かつ
その場合にのみ、上書
きアプローチの適用を
反映した比較情報の修
正再表示が必要となる
（ED41K項（b））。

IAS第8号「会計方針、会
計上の見積りの変更及
び誤謬」に基づき、会計
方針の変更について開
示しなければならない
（ED35E項（d））。

なお、保険業界では、新しい保険契約の会計基準の適用前に
金融資産の分類を行うことに対して懸念を表明していました
が、これに対しIASBは、新しい保険契約の会計基準における移
行措置として、その初度適用時にIFRS第9号における金融資産
の分類に係る事業モデル判定基準について再度検討し、金融資
産のFVTPLおよびFVOCIへの再指定を容認することを検討す
るとしています。

Ⅴ.	おわりに

本稿では、IFRS第9号の適用に関する例外的な取扱いを認め
る、IFRS第4号改訂案の概要について解説しました。なお、本
公開草案へのコメント受付は2016年2月8日で締め切られてい 
ます。

IFRS第9号の一時的免除および上書きアプローチについて
は、上述のとおりIFRS初度適用企業にはいずれも認められてい
ませんが、2018年1月1日以前にIFRS適用を予定していない多く
の日系保険会社には影響しないものと考えられます。一方で、
本公開草案は保険業界がこれまで主張してきた会計上のミス
マッチおよび一時的なボラティリティの増大への懸念に対処す
るものであり、欧米保険会社を中心としてその適用が検討され
るものと考えられます。

（参考文献）
KPMG IFRG Limited: Insurance amendments – 
Amendments to IFRS4 Insurance Contracts, New on the 
Horizon, December 2015.
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